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新型コロナの感染防止・予防の観点を踏まえた新たなビジネス、サービス導入等の事業に対し、
事業費の一部を補助します。

対象となる方

※市内に事業所があること
※１事業者につき１回申請できます
※その他の条件は市HPをご確認ください

ウィズコロナ・ポストコロナ時代に
対応するため、新たな事業展開等の
企業力アップにつながる取組みを行
う中小企業、個人事業主の方

対象経費・申請方法は裏面をご覧ください→

補助金額

対象経費の３分の２以内
[ 補助限度額 50万円 ]

中小企業者等企業力アップ
促進事業補助金【従来分】

具体例 対象経費例

ECサイトの導入
デジタル環境整備と運営研修

ECサイト構築委託費、サイト開設に係る備
品購入費、設置工事費 など

飲食店等のオープンエリア併設
新たな店舗営業スタイル

オープンエリア営業に必要な設備・機器購
入、改修費 など

販路開拓
第一次産業と異業種連携

チラシ作成費、出展費、備品購入費、注文
受付HP作成費 など

体験コンテンツの造成
現行サービスに付加価値を追加

来訪者が使用する備品購入費、安全確保の
必要経費、広告宣伝費 など

新しい事業に
チャレンジすること

がポイント

９月１日～申請受付
※先着順
予算無くなり次第終了

※受付状況等は市HPを
随時更新します

New



各種様式は、市ホームページまたは商工観光課の窓口にあります。

提 出 書 類

申 請

中小企業者等企業力アップ促進事業補助金交付申請
書（様式第１号）

事業計画書（様式第２号）
見積書の写し
法人の場合、法人の履歴事項証明書の写し
個人の場合、開業届の写しまたは営業形態が確認で
きる書類の写し

承諾書（様式第３号）
誓約書（様式第４号）

申請・問合せ先
南あわじ市 商工観光課 （南あわじ市役所２階）
〒656-0492 兵庫県南あわじ市市善光寺22番地1
TEL 0799-43-5221 FAX 0799-43-5321

対 象 経 費

対象経費の
３分の２以内
ただし限度額
50万円

➢設備、機器等の購入又は改修に
要する経費

➢報償費
➢外部委託費
➢賃借料
➢消耗品費
➢宣伝広告費 など

※消費税、地方消費税その他不適
当と認める経費、国及び兵庫県が
実施する同種の事業の補助対象経
費は補助対象外

※交付決定後に発
生した経費が対象

※原則、市内業者
に発注すること

※経費は、発注、
納品、支払い等の
金額、時期、内容
が確認できること

※申請されても、交付決定されない場合もありますのでご了承ください。

1日 15日 30日/1日 翌月15日

★申請 ☆交付決定

★申請 ☆交付決定

審査

審査

申請～交付決定スケジュール（目安）


